
情報公開・個人情報保護制度
令和６年度の運用状況と制度のあらまし

情報提供コーナーの利用状況
区 分 計

利用者数 5616人
相談・内容 情報公開等に関するもの ８件

情報提供に関するもの 1137件
資料の提供をしたもの 522冊
刊行物の貸し出し件数 ０件

冊数 ０冊
コピーサービス １万1828枚

　情報提供コーナー（区役所
地下１階）には、情報公開制
度や区政の資料を案内する相
談員を配置しています。

情報提供
コーナーを
ご利用ください

●個人情報業務登録
　 　区では、個人情報を取り扱う業務および個人
情報ファイルを登録しています。個人情報業務
登録の総件数は1063件、個人情報ファイル登
録の総件数は273件です。

個人情報の利用について
 （令和７年３月31日現在）

　区民の皆さんの個人情報を適正に管理するルールと、区が保有する
自己に関する個人情報の開示・訂正・利用停止を請求する権利が個人
情報保護法に定められており、区民の皆さんの個人の権利利益を保護
するための制度です。

個人情報保護法の改正に伴い、令
和５年４月１日からは、法律に基
づいて制度を運用しています

保有個人情報開示等の請求の処理状況
区 分 計

請求件数 開示 68件
訂正 １件

決定の状況※ 開示

全部開示 11件
部分開示 54件
不開示 ０件
不存在による不開示 ３件
存否応答拒否 ０件

訂正 １件

開示の状況
閲覧のみ ０件
閲覧および写しの交付 ３件
写しの交付 62件
視聴 ０件

※ 開示の決定は翌年度になるものがあるため、請求件数
と決定の状況の合計は、一致しないことがあります

　「請求書」に必要事項を記入し、
運転免許証等の本人確認ができる書
類と併せて、請求したい個人情報を
保有する課へ提出してください。
※ 開示のための請求書は、荒川区ホーム
ページからもダウンロードできます

Ａ

Ｑ２ 開示等の請求窓口と手続きは？

　原則、請求があった日から30日以内に
応じられるか否かを決定し、その後、書面
で通知します。

Ａ

Ｑ３ 開示等が決定されるまでの期間は？

　手数料は、無料です。写しが必要な場合
は、コピー料金がかかります。

Ａ

Ｑ４ 開示請求の費用は？

　生存する個人に関する情報のう
ち、特定の個人が識別され得るもの
で、区職員が組織的に用いるものと
して、区が保有するものです。

Ａ

Ｑ１ 保護、開示等の請求の対象となる
個人情報は？

　学識経験者や区民等で構成する荒川区個
人情報保護運営審議会を設置しています。

Ａ

Ｑ５ 個人情報の適正な取り扱いを
確保するために区で設置する機関は？

個人情報保護制度

情報公開請求の処理状況
区 分 計
請求件数 217件

請求者 区内
在住者 ５件
法人等 13件
在勤者 １件
在学者 ０件

理由提示者 198件

決定の状況※

全部公開 95件
部分公開 104件
非公開 ０件
不存在による非公開 19件
存否応答拒否 ０件

公開の方法
閲覧 １件
閲覧および写しの交付 ５件
写しの交付 193件
視聴 ０件

※ 公開の決定は翌年度になるものがあるため、請求件数
と決定の状況の合計は、一致しないことがあります

　区が保有する情報の公開を求める区
民の権利を保障するとともに、明らか
に公開できる情報は、請求手続によら
ず、区が情報提供に努めることを定め
たものです。

　文書、図画、電磁的記録で、
区職員が組織的に用いるものと
して、区が保有する情報です。

Ａ

Ｑ１ 情報公開の対象となる情報は？

情報公開制度 　「情報公開請求書」に必要事項を記入し、請
求したい情報を保有する課に提出してくださ
い。
※ 情報公開請求書は、荒川区ホームページからもダウ
ンロードできます

Ａ

Ｑ２ 情報公開請求の請求窓口と手続きは？

Ａ 　原則、請求があった日から15日以内に公開
の可否を決定し、その後、書面で通知します。

Ｑ３ 情報公開が決定されるまでの期間は？

Ａ 　手数料は、区内在住・在勤等の方は無料、そ
れ以外の方は１件当たり300円です。写しが必
要な場合は、コピー料金がかかります。

Ｑ４ 情報公開の費用は？
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